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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第146期 

第２四半期 
連結累計期間 

第147期 
第２四半期 
連結累計期間 

第146期 

会計期間 
自2019年４月１日 
至2019年９月30日 

自2020年４月１日 
至2020年９月30日 

自2019年４月１日 
至2020年３月31日 

売上高 （百万円） 101,067 90,344 201,521 

経常利益 （百万円） 8,574 3,854 13,109 

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益 
（百万円） 5,868 2,513 8,647 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 5,440 4,457 7,117 

純資産額 （百万円） 166,475 169,955 166,741 

総資産額 （百万円） 257,540 250,047 256,569 

１株当たり四半期（当期） 

純利益 
（円） 80.24 34.37 118.24 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
（円） － － － 

自己資本比率 （％） 64.6 68.0 65.0 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 7,544 △2,083 17,061 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △1,630 △2,833 △5,021 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △1,169 △1,242 △2,412 

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円） 69,751 68,474 74,633 

 

回次
第146期

第２四半期
連結会計期間

第147期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自2019年７月１日
至2019年９月30日

自2020年７月１日
至2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 47.75 20.54 

 （注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社と連結子会社２社（以下「当社グループ」という。）が営む事業の内容

について、重要な変更はありません。また、当社は、連結子会社であった日本フリット株式会社を2020年４月１日付

で吸収合併いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更

があった事項は、次のとおりであります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

 また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第２ 事

業の状況 ２ 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。

 

（４）自然災害等について

 地震や台風等の自然災害が発生した場合、当社グループの事業拠点に損害を与え、事業活動の一部又は全体に支

障をきたし、復旧のための費用負担など当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。これらに対し、当

社グループでは、生産拠点の分散化や事業継続計画（BCP）の策定などにより災害による被害の最小化、及び当社

グループの業績への影響の低減に努めております。

 また、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延に伴い、当社グループでは2020年４月からの緊急事態宣言発令

下において、感染拡大防止のために、ショールームの臨時休館や営業時間の短縮、展示会等のイベントの中止、従

業員における在宅勤務の原則化等の対応を実施いたしました。商品供給体制においては、一部の海外サプライヤー

からの供給遅延に伴い、当社製品の納期遅延や受注停止などの影響が発生いたしました。なお、新型コロナウイル

ス感染症の収束時期は依然として不透明な状況であり、今後の経過によっては、消費者マインドの冷え込みによる

販売低迷の長期化や感染拡大による工場の操業停止など、当社グループの業績に更なる影響を及ぼす可能性があり

ます。このような状況の中、当社グループでは在宅勤務制度の導入、Web会議の活用、オフィスやショールームに

おける感染予防策の徹底など、「新常態（ニューノーマル）」への対応を図り、事業継続性の確保に努めておりま

す。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

①財政状態の分析

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ65億２千２百万円減少し、2,500億４千７百

万円となりました。これは主に、現金及び預金が61億５千９百万円減少、受取手形及び売掛金が43億円減少した一

方で、投資有価証券が25億円増加、たな卸資産が７億６千５百万円増加、電子記録債権が７億４千４百万円増加し

たことによるものであります。

 負債は、前連結会計年度末と比べ97億３千６百万円減少し、800億９千２百万円となりました。これは主に、退

職給付信託に拠出したことに伴う退職給付に係る負債の減少によるものであります。

 純資産は、前連結会計年度末と比べ32億１千３百万円増加し、1,699億５千５百万円となりました。これは主

に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により25億１千３百万円増加、その他有価証券評価差額金が17億２

千８百万円増加した一方、剰余金の配当により12億４千３百万円減少したことによるものであります。

 この結果、自己資本比率は68.0％（前連結会計年度末は65.0％）となりました。

 

②経営成績の分析 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急事態宣言の解除後、個人消費や輸出に持ち直しの動きが

見られるものの、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況が続きました。 

 住宅市場におきましては、感染拡大を受けた建設工事の中断や営業活動の自粛などの影響に加え、雇用・所得環

境の悪化に伴う消費者マインドの低迷により、住宅着工やリフォーム需要は前年を大きく下回る水準にて推移いた

しました。 

 このような事業環境の下、当社グループも緊急事態宣言下において、全国ショールームでの臨時休館や販売促進

イベントの自粛など大幅な営業活動の制限を余儀なくされました。宣言解除後は、感染防止対策の徹底を図るとと

もに、お見積り・ご成約キャンペーンの実施やリフォームセミナーのオンライン開催など、リフォーム需要の喚起

に取り組んでまいりました。また、ショールームにつきましては、「佐久平ショールーム」（長野県）や「草津シ

ョールーム」（滋賀県）を移転・新装するなど、更なる充実に努めてまいりました。 

 しかしながら、コロナ禍における消費行動の変化による影響は大きく、当第２四半期連結累計期間の業績は、次

のとおりとなりました。 
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売上高              903億４千４百万円（前年同四半期比10.6％減） 

売上総利益            324億３千５百万円（前年同四半期比13.6％減） 

営業利益                36億５百万円（前年同四半期比56.6％減） 

経常利益              38億５千４百万円（前年同四半期比55.1％減） 

親会社株主に帰属する四半期純利益  25億１千３百万円（前年同四半期比57.2％減） 

 

 セグメントごとの経営成績の状況に関する分析は、次のとおりであります。 

 

（住宅設備関連事業） 

 当セグメントの売上高は901億９千３百万円（前年同四半期比10.6％減）、営業利益は34億８千５百万円（同

57.6％減）となりました。 

 製品部門別の売上高は、キッチン543億１千４百万円（前年同四半期比7.8％減）、浴室195億４千９百万円

（同18.4％減）、洗面化粧台104億１千１百万円（同4.4％減）となりました。 

 全ての製品部門において、新築市場では前年同四半期並みの売上高を確保できたものの、特にリフォーム市場

において、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための営業活動自粛の影響が大きく、売上高は前年同四半期を

下回りました。 

 

（その他の事業（倉庫事業及び不動産賃貸事業等）） 

 売上高は２億２千万円（前年同四半期比11.2％増）、営業利益は１億２千万円（同28.2％増）となりました。 

 

③キャッシュ・フローの分析 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

61億５千９百万円減少し、684億７千４百万円となりました。 

 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の減少は、20億８千３百万円（前年同四半期は75億４千４百万円の増加）となりました。

増加要因として、税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少による資金の増加がありましたが、一方

で減少要因として、退職給付信託に拠出したことに伴う退職給付に係る負債の減少及び仕入債務の減少、法人税

等の支払いがあり、資金の減少となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の支出は、28億３千３百万円（前年同四半期は16億３千万円の支出）となりました。主な

要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の支出は、配当金の支払いなどにより、12億４千２百万円（前年同四半期は11億６千９百

万円の支出）となりました。 

 

（２）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 

 前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。 

 

（３）経営方針・経営戦略等 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。 

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

（５）研究開発活動 

 当第２四半期連結累計期間において支出した研究開発費の総額は、６億８千７百万円であります。 

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当社グループは事業活動に必要な資金の十分な確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針とし、資金の財

源につきましては自己資金による充当のほか、銀行借入による調達も行っております。当第２四半期連結会計期間

末の現金及び現金同等物は684億７千４百万円であり、将来の資金需要に対して十分な手許流動性を確保しており

ます。 

 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、住宅設備機器の製造に必要な資材の購入のほか、製造費用、販

売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、業容拡大・合理化のための設備投資

や、ホーロー技術の研究・新商品の開発等の成長投資であります。また、株主還元については、長期にわたり安定

かつ充実した配当を維持し、業績に応じて増配を実施することを基本方針としております。

 

３【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

 

②【発行済株式】

 

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（2020年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（2020年11月12日） 

上場金融商品取引所名又は 
登録認可金融商品取引業協会名 

内容 

普通株式 73,937,194 73,937,194 東京証券取引所 市場第一部 単元株式数 100株 

計 73,937,194 73,937,194 ―――― ―――― 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式 
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

 2020年７月１日～ 

 2020年９月30日
－ 73,937 － 26,356 － 30,719
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（５）【大株主の状況】

    2020年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％） 

タカラスタンダード持株会 大阪市城東区鴫野東１丁目２番１号 12,548 17.16 

タカラベルモントアセットマネジ

メント㈱ 
大阪市中央区東心斎橋２丁目１番１号 6,500 8.89 

㈱日本カストディ銀行 (信託口) 東京都中央区晴海１丁目８番12号 5,492 7.51 

タカラスタンダード社員持株会 大阪市城東区鴫野東１丁目２番１号 3,882 5.31 

㈱みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 2,918 3.99 

㈱横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号 2,723 3.72 

日本マスタートラスト信託銀行㈱

（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,723 3.72 

日本生命保険(相) 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 2,045 2.80 

㈱常陽銀行 茨城県水戸市南町２丁目５番５号 1,620 2.21 

㈱三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,529 2.09 

計 ―――― 41,983 57.40 

 （注） １ 2017年６月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、㈱みずほ銀行及

びその共同保有者であるアセットマネジメントOne㈱が2017年６月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有

している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の

確認ができませんので、上記の表は株主名簿に基づいて記載しております。 

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

㈱みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 2,918 3.95

アセットマネジメントOne㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目８番２号 1,162 1.57

計 ―――― 4,080 5.52

 

 ２ 2019年４月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、銀行等保有株式

取得機構が2019年３月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第

２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の表は株主名簿に基づい

て記載しております。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

銀行等保有株式取得機構 東京都中央区新川２丁目28番１号 4,566 6.18
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 ３ 2019年４月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、日本生命保険

（相）及びその共同保有者２社が2019年４月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載され

ているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんの

で、上記の表は株主名簿に基づいて記載しております。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

日本生命保険(相) 大阪市中央区今橋３丁目５番12号 2,514 3.40

ニッセイアセットマネジメント㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 156 0.21

大樹生命保険㈱ 東京都千代田区大手町２丁目１番１号 1,166 1.58

計 ―――― 3,836 5.19

 

 ４ 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱は、JTCホールディングス㈱及び資産管理サービス信託銀行㈱と合

併し、2020年７月27日付で、㈱日本カストディ銀行に商号変更しております。

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2020年９月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

－ － 普通株式 

  799,000 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

  73,098,700 
730,987 － 

単元未満株式 
普通株式 

  39,494 
－ １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数   73,937,194 － － 

総株主の議決権   － 730,987 － 

（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。

 

②【自己株式等】

        2020年９月30日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 
所有株式数
（株） 

他人名義 
所有株式数
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数 
に対する所有株 
式数の割合(％) 

（自己保有株式） 

タカラスタンダード㈱ 

大阪市城東区鴫野東

１丁目２番１号 
799,000 － 799,000 1.08 

計 ――― 799,000 － 799,000 1.08 

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。 

 

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、アーク有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

 なお、当社の会計監査人でありました近畿第一監査法人（消滅法人）は、2020年７月１日付でアーク有限責任監査

法人（存続法人）と合併いたしました。これに伴いまして、アーク有限責任監査法人が会計監査人となっておりま

す。

 

 当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

 

（１）異動に係る監査公認会計士等の名称 

① 存続する監査公認会計士等 

アーク有限責任監査法人 

② 消滅する監査公認会計士等 

近畿第一監査法人 

 

（２）異動の年月日 

 2020年７月１日 

 

（３）消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日 

 2019年６月27日 

 

（４）消滅する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関

する事項 

 該当事項はありません。 

 

（５）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

 当社の会計監査人である近畿第一監査法人（消滅監査法人）は、2020年７月１日付で、アーク有限責任監査法

人（存続監査法人）と合併したことに伴うものであります。 

 これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は、アーク有限責任監査法人となります。 

 

（６）上記(５)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会

計士等の意見 

 特段の意見はないとの申し出を受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2020年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 74,633 68,474 

受取手形及び売掛金 50,010 45,710 

電子記録債権 9,182 9,926 

商品及び製品 9,154 9,152 

仕掛品 2,041 2,971 

原材料及び貯蔵品 3,912 3,749 

その他 268 1,469 

貸倒引当金 △17 △15 

流動資産合計 149,186 141,438 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 26,869 26,373 

土地 40,260 39,763 

その他（純額） 17,204 17,353 

有形固定資産合計 84,335 83,491 

無形固定資産 1,797 1,946 

投資その他の資産    

投資有価証券 12,078 14,579 

その他 9,192 8,613 

貸倒引当金 △22 △22 

投資その他の資産合計 21,249 23,171 

固定資産合計 107,382 108,608 

資産合計 256,569 250,047 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2020年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 21,274 19,316 

電子記録債務 16,935 16,249 

短期借入金 9,700 9,700 

未払法人税等 2,758 1,472 

その他 14,045 13,223 

流動負債合計 64,713 59,961 

固定負債    

退職給付に係る負債 23,196 18,255 

その他 1,917 1,874 

固定負債合計 25,114 20,130 

負債合計 89,828 80,092 

純資産の部    

株主資本    

資本金 26,356 26,356 

資本剰余金 30,736 30,736 

利益剰余金 109,310 110,463 

自己株式 △933 △934 

株主資本合計 165,469 166,622 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 3,882 5,610 

繰延ヘッジ損益 △8 △7 

土地再評価差額金 497 614 

退職給付に係る調整累計額 △3,099 △2,885 

その他の包括利益累計額合計 1,271 3,332 

純資産合計 166,741 169,955 

負債純資産合計 256,569 250,047 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

売上高 101,067 90,344 

売上原価 63,511 57,909 

売上総利益 37,555 32,435 

販売費及び一般管理費 ※ 29,248 ※ 28,829 

営業利益 8,307 3,605 

営業外収益    

受取利息 3 2 

受取配当金 250 239 

その他 56 47 

営業外収益合計 309 289 

営業外費用    

支払利息 31 31 

その他 10 8 

営業外費用合計 42 40 

経常利益 8,574 3,854 

特別利益    

固定資産売却益 136 17 

特別利益合計 136 17 

特別損失    

固定資産除却損 126 139 

固定資産売却損 21 0 

投資有価証券売却損 8 － 

減損損失 － 88 

特別損失合計 156 228 

税金等調整前四半期純利益 8,554 3,643 

法人税等 2,686 1,129 

四半期純利益 5,868 2,513 

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,868 2,513 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

四半期純利益 5,868 2,513 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △472 1,728 

繰延ヘッジ損益 1 1 

土地再評価差額金 △167 － 

退職給付に係る調整額 209 214 

その他の包括利益合計 △428 1,943 

四半期包括利益 5,440 4,457 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 5,440 4,457 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 
 至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 8,554 3,643 

減価償却費 2,858 2,924 

減損損失 － 88 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △0 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 165 △4,632 

受取利息及び受取配当金 △253 △241 

支払利息 31 31 

投資有価証券売却損益（△は益） 8 － 

有形固定資産売却損益（△は益） △122 △16 

有形固定資産除却損 126 139 

売上債権の増減額（△は増加） △3,166 3,502 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,782 △765 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,390 △2,519 

その他 △804 △2,441 

小計 9,010 △287 

利息及び配当金の受取額 253 241 

利息の支払額 △32 △31 

法人税等の支払額 △1,687 △2,006 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,544 △2,083 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出 △17 △12 

投資有価証券の売却による収入 22 － 

有形固定資産の取得による支出 △1,835 △2,520 

有形固定資産の売却による収入 567 431 

無形固定資産の取得による支出 △281 △396 

貸付けによる支出 △1 △309 

貸付金の回収による収入 2 1 

その他 △86 △26 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,630 △2,833 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △1,169 △1,242 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,169 △1,242 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,744 △6,159 

現金及び現金同等物の期首残高 65,007 74,633 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 69,751 ※ 68,474 
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

 前連結会計年度において当社の連結子会社であった日本フリット株式会社は、2020年４月１日付で当社を存続

会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

 

（会計上の見積りの変更）

資産除去債務の見積りの変更 

 当社グループは、賃貸借契約に基づき使用するショールーム等については、退去時における原状回復に係る債

務を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確でなかったことから、資産除去債務を合理

的に見積もることが出来ず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりませんでした。 

 第１四半期連結会計期間において、直近の移転に伴う新たな情報の入手により、賃借資産の平均的入居年数を

合理的に見積ることが可能になったため、資産除去債務を計上しております。 

 なお、資産除去債務については、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込

めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当第２四半期連結累計期間の負担に属する金額を費用に計

上する方法によっております。 

 当該見積りの変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

（追加情報）

 前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する

会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
 前第２四半期連結累計期間 

（自  2019年４月１日 
  至  2019年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  2020年４月１日 

  至  2020年９月30日） 

給料賃金及び賞与手当 12,470百万円 12,656百万円 

退職給付費用 747 829 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  2019年４月１日
至  2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  2020年４月１日
至  2020年９月30日）

現金及び預金勘定 69,751百万円 68,474百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 69,751 68,474
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） 

 １ 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,170 16.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

 

 ２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり 
配当額 
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月５日

取締役会
普通株式 1,243 17.00 2019年９月30日 2019年11月29日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） 

 １ 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,243 17.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

 

 ２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり 
配当額 
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月４日

取締役会
普通株式 1,243 17.00 2020年９月30日 2020年11月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円） 

  報告セグメント その他 

（注）1 
合計 調整額 

四半期連結損益 

計算書計上額 

（注）2   住宅設備関連 

売上高          

外部顧客への売上高 100,937 130 101,067 － 101,067 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ 67 67 △67 － 

計 100,937 198 101,135 △67 101,067 

セグメント利益 8,213 93 8,307 － 8,307 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、倉庫事業及び不動産賃

貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円） 

  報告セグメント その他 

（注）1 
合計 調整額 

四半期連結損益 

計算書計上額 

（注）2   住宅設備関連 

売上高          

外部顧客への売上高 90,193 151 90,344 － 90,344 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ 68 68 △68 － 

計 90,193 220 90,413 △68 90,344 

セグメント利益 3,485 120 3,605 － 3,605 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、倉庫事業及び不動産賃

貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 報告セグメントに配分された減損損失はありません。報告セグメントに配分されていない減損損失は88

百万円であり、その内訳は「建物及び構築物」２百万円、「土地」85百万円であります。 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

１株当たり四半期純利益 80円24銭 34円37銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
5,868 2,513

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
5,868 2,513

普通株式の期中平均株式数（千株） 73,138 73,138

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

 2020年11月４日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(１）配当金の総額………………………………………1,243百万円

(２）１株当たりの金額…………………………………17円00銭

(３）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2020年11月30日

（注） 2020年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年11月12日

 タカラスタンダード株式会社 

 取締役会 御中 

 

アーク有限責任監査法人 

大阪オフィス 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 岡 野 芳 郎  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 伊 藤 宏 範  印 

  

監査人の結論 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているタカラスタンダ

ード株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から

2020年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、タカラスタンダード株式会社及び連結子会社の2020年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。 

 

監査人の結論の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。 

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 



・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。 

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。 

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

 以 上

 

 （注） １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

     ２ ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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